
ＩＣＴ成長力懇談会 
開催要綱（案） 

 

１．目 的 

少子高齢化が進展するわが国においては、経済成長率の低下、地域間格差の拡大、国・

地方における財政再建、持続可能な社会保障制度の構築、地球温暖化等の環境保全、教

育再生への対応等、さまざまな課題に直面している状況にある。 

このような状況において、日本がバランスの取れた経済成長を持続させ、国際的な存

在感を高めていくためには、日本の得意分野である高付加価値な産業を活性化させ、そ

の果実を社会全体で共有していくことが必要である。世界最高水準のインフラ環境を達

成した日本の情報通信産業は、「いつでも、どこでも、誰でも、何でも」ネットワークに

簡単につながるユビキタスネット社会を実現することによって、日本経済全体を牽引し、

豊かで安全な未来社会をもたらす役割を果たすことが期待されている。 

本懇談会では、経済財政諮問会議における成長戦略の議論への貢献も視野に入れつつ、

２０１１年の完全デジタル元年以降の社会も念頭に置き、デジタル技術を活用して「個」

がどのように才能を開花させ、安心・安全かつ便利で豊かな社会を実現し、日本の競争

力向上や国際貢献に結実させるべきか、その方策を幅広い見地から戦略的に検討するこ

とを目的とする。 

 

２．名 称 

  本会の名称は、「ＩＣＴ成長力懇談会」と称する。 

 

３．検討事項 

  ① わが国の情報通信社会及びｕ－Ｊａｐａｎ政策の現状評価 

  ② 完全デジタル元年以降に追求すべき社会の理想像 

  ③ ＩＣＴによる新たな成長戦略のあり方（ｕ－Ｊａｐａｎ政策の見直し） 

  ④ 成長力強化に向けた緊急的対応のあり方 

  ⑤ その他 

 

４．構成及び運営 

① 本会は総務大臣の懇談会として開催する。 

② 本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

③ 本会に座長を置き、総務大臣があらかじめ指名する。 

④ 座長は、本会を招集する。 

⑤ 座長は、必要があると認めるときは、あらかじめ座長代理を指名することができる。 

⑥ 座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって本会を招集し、主

宰する。 

⑦ 本懇談会の議事は公開を原則とし、透明性の確保に努める。 

⑧ その他、本会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５．開催期間 

本会の開催期間は、平成２０年２月から平成２０年７月を目途とする。 

 

６．庶務 

本会の庶務は、情報通信政策局総合政策課が行う。 
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